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５月26日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請
の
概
要
（
二
件
）

（
環
境
政
策
課
）
…
…
…
一

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請
の
概
要（
環
境
政
策
課
）
…
…
…
四

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
農
林
水
産
政
策
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建
築
指
導
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
教
委
公
告

契
約
の
締
結

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
選
管
告
示

政
治
団
体
の
名
称
等

八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

政
治
団
体
の
異
動
事
項

八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等

九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

資
金
管
理
団
体
の
名
称
等

九
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称

等

九
…
…
…
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…
…
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告

示

山
口
県
告
示
第
百
七
十
四
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前

評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
は
、
令
和
五
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
六
月
十
六
日
ま
で
の

間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及
び
宇
部
市
市
民
環
境
部
環
境
政
策
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
名
又
は
名
称

セ
ン
ト
ラ
ル
硝
子
株
式
会
社

住

所

宇
部
市
大
字
沖
宇
部
五
二
五
三
番
地

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

セ
ン
ト
ラ
ル
硝
子
株
式
会
社
宇
部
工
場

所
在
地

宇
部
市
大
字
沖
宇
部
五
二
五
三
番
地

三

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

㈠

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

種

類

構

造

使

用

の

方

法

能

力

(Ｎ
㎥
／
日
)

工
事
着
手

予

定

年
月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
開
始

予

定

年
月
日

使
用
時
間

間

隔
一
日
当
た

り
の
使
用

時

間
季
節
的
変

動
の
概
要

四
六－

ニ

二
・
八
令
和
五
、
七
、
一
令
和
五
、

七
、
二
〇
令
和
五
、

七
、
二
一
連

続
二
四
時
間
変
動
な
し

備
考

「
四
六－

ニ
」
と
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一

第
四
十
六
号
の
有
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
を
い
う
。一
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㈡

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

種

類

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

四
六－
ニ

九

八

～一
〇

七

一
〇

一
〇

一
〇
〇

四

一
三

〇
・
二

〇
・
三

〇
・
四

〇
・
四

備
考

㈠
の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

四

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

㈠

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

種

類

構

造

能

力

(ｔ
／
日
)

処
理
の
方
式

使
用
時
間

間

隔

一
日
当
た
り

の
使
用
時
間

季
節
的
変
動
の

概

要

工
事
着
手
予
定

年

月

日

工
事
完
成
予
定

年

月

日

使
用
開
始
予
定

年

月

日

排
水
処
理
施
設

樹
脂
ラ
イ
ニ
ン
グ
・

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製

六
五
〇

中

和

連

続

二

四

時

間

変

動

な

し

（
既

設
）

㈡

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び
処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

種

類

項

目

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

ふ
っ
素

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

排
水
処
理
施
設

処
理
前

一

一

～

二

一
二

一
五

五
〇
〇
一
、〇
〇
〇

四

一
三

〇
・
二

〇
・
三

三
四
二

六
〇
一
・
五

六
〇
一
・
五

処
理
後

八

七

～

九

〃

〃

七
、五
〇
〇
八
、〇
〇
〇

〃

〃

〃

〃

一
五

六
一
三
・
五

六
一
三
・
五

五

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排
出
水
の
量

排

水

口

排

出

水

の

汚

染

状

態

の

値

排
出
水
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

ふ
っ
素

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

No．3

排

水

口

八
・
四

六

～

九

七

二
〇

一
六

二
五

二
八

五
六

〇
・
三

一

一
四
一
四
、
四
一
三
・
七
一
六
、
三
七
〇
・
二

山
口
県
告
示
第
百
七
十
五
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前

評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
は
、
令
和
五
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
六
月
十
六
日
ま
で
の

間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及
び
宇
部
市
市
民
環
境
部
環
境
政
策
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧

二
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に
供
す
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
名
又
は
名
称

Ｕ
Ｂ
Ｅ
株
式
会
社

住

所

宇
部
市
大
字
小
串
一
九
七
八
番
地
の
九
六

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

Ｕ
Ｂ
Ｅ
株
式
会
社
生
産
・
技
術
本
部
宇
部
ケ
ミ
カ
ル
工
場
西
地
区

所
在
地

宇
部
市
大
字
小
串
一
九
七
八
番
地
の
六

三

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

㈠

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

種

類

構

造

使

用

の

方

法

能

力

(Ｎ
㎥
／
日
)

工
事
着
手

予

定

年
月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
開
始

予

定

年
月
日

使
用
時
間

間

隔
一
日
当
た

り
の
使
用

時

間
季
節
的
変

動
の
概
要

三
三－

リ

六
、
六
〇
〇
令
和
五
、
七
、
一
令
和
五
、
八
、
一
令
和
五
、
九
、
一
連

続
二
四
時
間
変
動
な
し

備
考

「
三
三－

リ
」
と
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一

第
三
十
三
号
の
合
成
樹
脂
製
造
業
の
用
に
供
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
を
い
う
。

㈡

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

種

類

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

三
三－

リ

七

六
・
五

～

七
・
五
二
〇
、
〇
〇
〇
二
〇
、
〇
〇
〇

四

四
一
二
、
〇
〇
〇
一
二
、
〇
〇
〇
検
出
せ
ず

検
出
せ
ず

四
・
五

四
・
五

備
考

㈠
の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

四

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

㈠

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

種

類

構

造

能

力

(ｔ
／
時
)

処
理
の
方
式

使
用
時
間

間

隔

一
日
当
た
り

の
使
用
時
間

季
節
的
変
動
の

概

要

工
事
着
手
予
定

年

月

日

工
事
完
成
予
定

年

月

日

使
用
開
始
予
定

年

月

日

焼

却

施

設

耐
火
レ
ン
ガ
内
張
り

二
・
五

焼

却

連

続

二

四

時

間

変

動

な

し

（
既

設
）

三
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㈡

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び
処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

種

類

項

目

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

焼

却

施

設

処
理
前

七

六
・
五

～

七
・
五

⟊⟌、⟒⟉⟉

⟊⟌、⟒⟉⟉
四
九
五
･二
六
七
四
･三
検
出
せ
ず

七
、三
九
〇
七
、三
九
〇

一
二
五
二
六
九
･八

一
三

一
三

処
理
後

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

五

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排
出
水
の
量

排

水

口

排

出

水

の

汚

染

状

態

の

値

排
出
水
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

No．1

排

水

口

七

六

～

九

二
・
五

五

四

二
五

二
・
五

一
・
一

四

〇
・
〇
五

〇
・
一

一
、
三
六
九
・
二

六
、
五
六
七
・
二

No．3

排

水

口

七
・
六

〃

一
五
・
九

四
四

一
六
・
二

〃

一
・
五

一
一
・
六

五
三

〇
・
一
四

〇
・
三
四
〇
、
九
七
七
・
七
四
四
、
五
五
四
・
九

No．5

排

水

口

七
・
五

〃

一
一

四
五

五
・
六

〃

一

四

五
〇

〇
・
〇
五

〃

九
、
九
七
五
・
八
一
〇
、
七
七
九
・
六

山
口
県
告
示
第
百
七
十
六
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。当

該
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基

づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
は
、
令
和
五
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
六
月
十
六

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及
び
宇
部
市
市
民
環
境
部
環
境
政
策
課
に
お
い
て
公

衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
名
又
は
名
称

Ｕ
Ｂ
Ｅ
株
式
会
社

住

所

宇
部
市
大
字
小
串
一
九
七
八
番
地
の
九
六

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

Ｕ
Ｂ
Ｅ
株
式
会
社
生
産
・
技
術
本
部
宇
部
ケ
ミ
カ
ル
工
場
西
地
区

所
在
地

宇
部
市
大
字
小
串
一
九
七
八
番
地
の
六

三

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
三
十
三
号
の
合

成
樹
脂
製
造
業
の
用
に
供
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
及
び
同
表
第
七
十
一
号
の
四
の
産
業
廃
棄
物
処
理

施
設
の
う
ち
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）

第
七
条
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
又
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
施
設
で
あ
っ
て
、

国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
又
は
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
が
設
置
す
る
も
の

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
の
内
容

特
定
施
設
の
使
用
の
方
法
及
び
特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
又
は
廃
液
の
処
理
の
方
法
を
変

更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
表
の
と
お
り
変
更
を
生
ず
る
。

四
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㈠

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

種

類

項
目

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

三
三－

リ

(二
基
)
変
更
前

七

六
・
五

～

七
・
五
二
〇
、〇
〇
〇
二
〇
、〇
〇
〇

四

四
一
二
、〇
〇
〇
一
二
、〇
〇
〇
検
出
せ
ず

検
出
せ
ず

二

二

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

〃

〃

三
三－

リ

変
更
前

〃

〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

四
・
五

四
・
五

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

変
更
前

〃

〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

三
・
五

三
・
五

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

〃

〃

七
一
の
四－

イ

変
更
前

五

四

～

八

五
〇

一
〇
〇

六
〇

八
〇

五

六

〇
・
一
二

〇
・
二

四
三
二

四
三
二

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

備
考

「
三
三－

リ
」
及
び
「
七
一
の
四－

イ
」
と
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
別
表
第
一
第
三
十
三
号
の
合
成
樹
脂
製
造
業
の
用
に
供
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
及
び
同
表
第
七
十
一
号
の
四
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の

う
ち
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
又
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
施
設
で
あ
っ
て
、
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
又
は
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
が

設
置
す
る
も
の
を
い
う
。

㈡

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び
処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

種

類

項

目

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

好
気
性
排
水
処
理
施

設

処
理
前

変
更
前

五

三

～

六

三
七
〇
四
四
五
･七

一
五

二
〇

一
一
五
三
･五
三
三
五
･七

三
・
六
五

一
一
・
八

三
、
〇
九
六

三
、
四
五
〇

変
更
後

〃

〃
三
五
七
･三
四
三
四
･四

〃

〃

〃
一
四
五
･九
三
二
八
･九

〃

〃

三
、
〇
九
四

三
、
四
四
八

処
理
後

変
更
前

七
・
五

七

～

八

四
七
・
五

五
六
・
九

三
〇

三
五

〇
・
五

四
五
・
七

一
一
六

一
・
一
一

三
・
六
三

三
、
〇
九
六

三
、
四
五
〇

変
更
後

〃

〃

四
五
・
六

五
五
・
二

〃

〃

〃

四
二
・
五
一
一
三
･一

〃

〃

三
、
〇
九
四

三
、
四
四
八

五
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焼

却

施

設

処
理
前

変
更
前

七

六
・
五

～

七
・
五

⟊⟌、⟒⟉⟉

⟊⟌、⟒⟉⟉
四
九
五
･二
六
七
四
･三
検
出
せ
ず

七
、三
九
〇
七
、三
九
〇

一
二
五
二
六
九
･八

一
三

一
三

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

処
理
後

変
更
前

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

変
更
後

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

︱

五

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排
出
水
の
量

排

水

口

項

目

排

出

水

の

汚

染

状

態

の

値

排
出
水
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

No．1

排

水

口

変
更
前

七

六

～

九

二
・
五

五

四

二
五

二
・
五

一
・
一

四

〇
・
〇
五

〇
・
一

一
、
三
六
九
・
二

六
、
五
六
七
・
二

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

No．3

排

水

口

変
更
前

七
・
六

〃

一
四
・
九

四
四

一
四
・
七

〃

一
・
五

一
〇
・
九

五
三

〇
・
一
三

〇
・
三

四
五
、
一
三
〇
四
九
、
〇
三
一
・
一

変
更
後

〃

〃

一
五
・
九

〃

一
六
・
二

〃

〃

一
一
・
六

〃

〇
・
一
四

〃

四
〇
、
九
七
七
・
七
四
四
、
五
五
四
・
九

No．5

排

水

口

変
更
前

七
・
五

〃

一
六
・
六

四
五

九
・
六

〃

一

七

五
〇

〇
・
〇
五

〃

五
、
八
三
二

六
、
三
一
一
・
九

変
更
後

〃

〃

一
一

〃

五
・
六

〃

〃

四

〃

〃

〃

九
、
九
七
五
・
八
一
〇
、
七
七
九
・
六

山
口
県
告
示
第
百
七
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨

の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
ニ
チ

イ
学
館

東
京
都
千
代
田

区
神
田
駿
河
台

四
丁
目
六
番
地

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ

ン
タ
ー
西
岐
波

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

宇
部
市
大
字
西

岐
波
一
五
四
五

の
一

介
護
予

防
訪
問

看
護

令
和
五
、三
、
三
一

山
口
県
告
示
第
百
七
十
八
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
つ
い
て

同
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

六
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区

域

区

分

安
下
庄
区
域

主
と
し
て
船
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

公

告

（
一
〇
二
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

玖
珂
郡
和
木
町
大
字
関
ケ
浜
字
目
洗
川

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

広
島
県
大
竹
市
木
野
一
丁
目
五
番
六
号

株
式
会
社
津
元
商
店

教
育
委
員
会

公

告契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

教
育
庁
教
育
政
策
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

や
ま
ぐ
ち
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
運
営
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
業
務

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

凸
版
印
刷
株
式
会
社

東
京
都
台
東
区
台
東
一
丁
目
五
番
一
号

六

契
約
金
額

三
千
五
百
八
十
三
万
九
千
円

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
た
め

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

教
育
庁
教
育
政
策
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

山
口
県
立
学
校
Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
員
派
遣
業
務

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
五
年
四
月
十
九
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト

東
京
都
渋
谷
区
宇
田
川
町
三
三
番
七
号

六

契
約
金
額

一
億
四
十
三
万
円

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
た
め

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

七

山 口 県 報 （定期） 第 407 号令和５年５月26日 金曜日



選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

政
治
団
体
の

名
称

代
表

者
会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

そ
の
他
の

事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

氏
名
公
職
の
種
類

立
憲
民
主
党

山
口
県
第
４

総
支
部

有
田
芳
生
衆
議
院
議
員
加
藤
壽
彦
下
関
市
上
田
中
町
４
丁
目
１
番

６
号

政
治
資
金
規

正
法
第
19条

の
７
第
１
項

第
１
号
に
係

る
国
会
議
員

関
係
政
治
団

体

令
和
５
、
３
、
17

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

参
政
党
山
口
第
３

支
部

水
津
真
澄
稲
葉
弓
恵
萩
市
大
字
椿
3145の

３

１
以
上
の
市
町
村

の
区
域
等
を
単
位

と
し
て
設
け
ら
れ

た
政
党
（
参
政

党
）
の
支
部

令
和
５
、

３
、
９

大
井
孝
夫
後
援
会
大
井
孝
夫
河
村
篤
志
山
口
市
三
和
町
17番
42号

〃
〃
13

三
分
一
淳
後
援
会
三
分
一
淳
三
分
一
輝
正
玖
珂
郡
和
木
町
和
木
２
丁

目
１
番
７
号

〃
〃
15

草
も
う
の
会

姫
野
敦
子
稲
田
由
紀
美
岩
国
市
川
西
３
丁
目
３
番

54号
〃
〃
22

中
丸
和
則
後
援
会
中
丸
和
則
中
丸
和
則
熊
毛
郡
平
生
町
大
字
佐
賀

2615
〃
４
、
５

平
生
町
の
今
と
未

来
を
考
え
る
会

河
藤
泰
明
河
藤
裕
見
子
〃

〃
大
字
平
生

町
188の

17
〃
３
、
30

み
よ
さ
ん
後
援
会
竹
地
佳
代
三
好
史
江
宇
部
市
今
村
南
２
丁
目
２

番
７
－
３
号

〃
〃
９

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

自
由
民
主
党
山
口
県
美
容
政
治

連
盟
支
部

佐
竹
章
宏
事
務
所
山
口
市
小
郡
長

谷
１
丁
目
５
番

31号
山
口
市
小
郡
下

郷
2314の

１
令
和
４
、

２
、
19

石
飛
孝
道
後
援
会

椙
本
久
繁
代
表
者
椙
本
久
繁

吉
村
正
義

〃
１
、
15

伊
藤
和
貴
後
援
会

山
本
伸
雄
事
務
所
山
口
市
糸
米
２

丁
目
７
番
53号

山
口
市
吉
敷
下

東
２
丁
目
９
番

17号
〃
〃
１

入
江
さ
ち
え
後
援
会

中
野
光
昭
代
表
者
中
野
光
昭

粟
屋
三
郎

〃
５
、
５

会
計
責
任
者
入
江
正
敏

山

清
子

岩
本
ひ
ろ
子
後
援
会

岩
本
隆
男
代
表
者
岩
本
隆
男

森
久
子

令
和
５
、

３
、
１

幸
福
実
現
党
防
府
後
援
会

中
村
義
則
会
計
責
任
者
桑
原
佐
代
子

石
山
美
紀

〃
１
、
31

し
の
ざ
き
圭
二
後
援
会

前
田

勲
〃

篠

啓
枝

田
家
資
敏

〃
３
、
28

島
津
幸
男
後
援
会

島
津
幸
男
〃

清
木
幸
子

島
津
多
恵
子

〃
〃
17

松
陰
至
誠
塾

早
田
清
人
事
務
所
萩
市
大
字
東
浜

崎
町
148の

２
萩
市
大
字
浜
崎

町
148の

３
令
和
４
、

６
、
１

杉
山
武
志
後
援
会

石
田

宏
〃

美
祢
市
秋
芳
町

別
府
1699の

７
美
祢
市
秋
芳
町

秋
吉
5332の

２
令
和
５
、

３
、
27

全
国
旅
館
政
治
連
盟
山
口
県
支

部
宮
川

力
〃

山
口
市
湯
田
温

泉
６
丁
目
６
番

53号

山
口
市
湯
田
温

泉
５
丁
目
２
番

20号
令
和
４
、

４
、
１

高
井
と
も
こ
後
援
会

石
川
弘
巳
会
計
責
任
者
高
井
寿
祐

高
井
健
次

令
和
５
、

３
、
21

滝
口
治
昭
後
援
会

大
玉

功
〃

藤
本
徳
昭

山

光
一

令
和
４
、

12、
20

八
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東
城
し
の
ぶ
後
援
会

東
城
し
の
ぶ
事
務
所
下
関
市
一
の
宮

本
町
２
丁
目
６

番
15号

下
関
市
大
字
石

原
10147の

８
〃
11、
２

防
府
の
市
政
を
考
え
る
会

打
道
晋
一
〃

防
府
市
桑
南
１

丁
目
17番
14号

防
府
市
松
原
町

７
番
31号

〃
５
、
21

み
や
も
と
て
る
み
後
援
会

打
道

匠
会
計
責
任
者
桑
原
佐
代
子

石
山
美
紀

令
和
５
、

１
、
31

三
好
や
す
お
後
援
会

三
好
保
雄
名

称
三
好
や
す
お
後

援
会

み
よ
さ
ん
後
援

会
〃
３
、
25

代
表
者
三
好
保
雄

竹
地
佳
代

山
口
県
司
法
書
士
政
治
連
盟

河
村
誠
一
事
務
所
山
口
市
神
田
町

５
番
11号

山
口
市
駅
通
り

２
丁
目
９
番
15

号
〃
２
、
13

山
口
県
社
会
福
祉
政
治
連
盟

隅
喜
彦
会
計
責
任
者
山
本
敏
和

岡
村
昌
一
郎

〃
４
、
１

事
務
所
山
口
市
楠
木
町

２
番
22号

山
口
市
吉
敷
中

東
２
丁
目
３
番

20号
山
口
県
私
立
中
学
高
等
学
校
振

興
連
盟

古
田
圭
一
代
表
者
古
田
圭
一

牛
見
正
彦

〃
〃
18

山
口
県
知
的
障
害
福
祉
政
治
連

盟
平
尾

要
会
計
責
任
者
益
原
忠
郁

岩
崎
貞
徳

〃
３
、
24

山
口
県
土
地
改
良
政
治
連
盟

守
田
宗
治
〃

多
田
宏
之

山
本
象
昭

〃
４
、
25

事
務
所
山
口
市
糸
米
２

丁
目
13番
35号

山
口
市
大
字
後

河
原
25

山
口
県
美
容
政
治
連
盟

佐
竹
章
宏
〃

山
口
市
小
郡
長

谷
１
丁
目
５
番

31号
山
口
市
小
郡
下

郷
2314の

１
令
和
４
、

２
、
19

吉
冨
久
悦
後
援
会

吉
冨
久
悦
会
計
責
任
者
吉
冨
久
悦

濱
村
義
則

令
和
５
、

３
、
17

ワ
ク
ワ
ク
す
る
宇
部
市
を
実
現

す
る
会

川
元
宏
一
郎
〃

篠

啓
枝

田
家
資
敏

〃
〃
28

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散

年
月
日

岸
井
靜
治
後
援
会

皿
田
修
平
志
田
武
義
柳
井
市
柳
井
3678の

４
令
和
５
、

３
、
26

桜
森
じ
ゅ
ん
い
ち
後
援
会
桜
森
順
一
桜
森
照
美
山
口
市
小
郡
光
が
丘
５
番
12号

令
和
４
、

12、
31

進
藤
金
日
子
山
口
県
後
援

会
吉
本
知
則
山
本
象
昭
山
口
市
後
河
原
25

令
和
５
、

３
、
31

関
谷
博
後
援
会

矢
野
郷
士
高
松
宏
子
下
関
市
小
月
茶
屋
１
丁
目
７
番
23号

〃
２
、
25

Ｔ
Ｋ
Ｃ
安
倍
晋
三
政
経
研

究
会

高
崎
満
幸
高
崎
満
幸
下
関
市
上
田
中
町
４
丁
目
５
番
５
号

令
和
４
、

12、
31

西
村
の
り
は
る
後
援
会

西
村
寿
美
西
村
寿
美
光
市
光
井
８
丁
目
８
番
18号

〃
〃
〃

西
村
芳
和
後
援
会

佐
々
木
慶
市
佐
々
木
慶
市
山
口
市
阿
東
徳
佐
中
3691の

１
〃
10、
30

松
本
久
次
後
援
会

松
本
久
次
福
田
泰
政
岩
国
市
錦
町
広
瀬
1080の

10
〃
〃
25

ム
サ
サ
ビ
後
援
会

酒
井
博
英
酒
井
博
英
光
市
島
田
１
丁
目
２
番
25号

令
和
５
、

３
、
２

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金

管
理

団
体

備
考

(

)

指
定

年
月
日

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

大
井
孝
夫
山
口
県
議
会

議
員

大
井
孝
夫
後
援
会
山
口
市
三
和
町
17番
42号

大
井
孝
夫
令
和
５
、

３
、
13

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

八
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が
あ
っ
た
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金

管
理

団
体

の
名

称
備

考

(

)

資
金
管
理
団
体
で
な

く
な
っ
た
年
月
日

桜
森
順
一

桜
森
じ
ゅ
ん
い
ち
後
援
会

令
和
４
、
12、
31
雑

報

正

誤

令
和
四
年
四
月
十
二
日
山
口
県
告
示
第
百
七
号
（
放
置
違
反
金
の
収
納
の
事
務
の
委
託
）

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

一

下

左
か
ら一

令
和
五●

年
三
月
三
十
一
日

令
和
七䀝

年
三
月
三
十
一
日

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

一
〇
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